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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】飛行体間の荷物移動方法に関する新たな技術に
おいて、救援要請とドローンによる自位置マーキングシ
ステムを提供する際に、精度の高い位置を特定する位置
特定システムを提供する。
【解決手段】ＡＲによる、遭難者の位置特定システムで
ある。スマホの位置データによりおおよその位置を特定
しドローンが現場に入る。ドローンはビーコン等により
精度の高い測位を行い、位置をデータベースに登録する
。この位置情報を元に、遭難者の位置をＡＲにて提供す
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象の位置特定システムであって、
　飛行体により測位を行い、位置情報をデータベースに登録するステップと、
　当該位置情報を元に、対象の位置をARにて提供するステップとを実行する、
位置特定システム。
【請求項２】
　前記測位は、ビーコンにより行われる、請求項１に記載の位置特定システム。
 
 
 
 

 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、飛行体及び飛行体の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ドローン（Ｄｒｏｎｅ）や無人航空機（ＵＡＶ：Ｕｎｍａｎｎｅｄ　Ａｅｒｉａ
ｌ　Ｖｅｈｉｃｌｅ）などの飛行体（以下、「飛行体」と総称する）を利用して荷物Ｌの
配達を行う試みがなされている。
【０００３】
　例えばスポーツやコンサートといった各種イベント、或いはビルやマンションといった
建築設備の調査等において、ドローン又はマルチコプターと呼ばれる回転翼機を用いた空
撮が行われることがある。この種の回転翼機は空撮用途以外にも、荷物Ｌの運搬などの分
野にも応用されつつある。
【０００４】
　特許文献１には、複数の回転翼を有する回転翼機と、回転翼機の中心部から鉛直下方に
設置される支持部と、支持部の鉛直下方の端部に設置される搭載部と、搭載部の底部に接
続される繋留ロープからなり、搭載部の鉛直下方の端部に繋留ロープの一端が接続され、
繋留ロープの他端が地上に係止される空撮用回転翼機システムが開示されている。
【０００５】
　特許文献１には、回転翼機による配達システムが開示されている（例えば、特許文献１
）。上記配達システムは、回転翼機（ドローン）が自律して、宅配する荷物Ｌを宅配先に
配達するための出荷目録を形成している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１３－７９０４３号公報
【特許文献２】米国特許公開公報２０１５－０１２００９４　Ａ１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、特許文献１及び特許文献２とは異なる新たな技術を提供することを一つの目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明によれば、飛行体及び飛行体の制御方法に関する新たな技術が得られる。
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【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、飛行体及び飛行体の制御方法に関する新たな技術を提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図２】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図３】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図４】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図５】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図６】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図７】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図８】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図９】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１０】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１１】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１２】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１３】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１４】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１５】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１６】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１７】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１８】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１９】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図２０】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図２１】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図２２】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図２３】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図２４】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図２５】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図２６】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図２７】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図２８】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図２９】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図３０】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図３１】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図３２】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図３３】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図３４】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図３５】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図３６】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図３７】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図３８】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図３９】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図４０】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図４１】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図４２】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図４３】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図４４】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
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【図４５】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図４６】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図４７】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図４８】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図４９】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図５０】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図５１】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図５２】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図５３】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図５４】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図５５】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図５６】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図５７】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図５８】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図５９】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図６０】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図６１】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図６２】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図６３】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図６４】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図６５】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図６６】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図６７】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図６８】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図６９】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図７０】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図７１】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図７２】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図７３】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図７４】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図７５】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図７６】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図７７】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図７８】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図７９】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図８０】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図８１】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図８２】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図８３】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図８４】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図８５】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図８６】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図８７】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図８８】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図８９】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図９０】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図９１】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図９２】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図９３】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図９４】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
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【図９５】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図９６】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図９７】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図９８】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図９９】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１００】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１０１】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１０２】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１０３】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１０４】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１０５】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１０６】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１０７】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１０８】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１０９】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１１０】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１１１】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１１２】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１１３】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１１４】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１１５】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１１６】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１１７】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１１８】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１１９】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１２０】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１２１】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１２２】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１２３】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１２４】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１２５】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１２６】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１２７】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１２８】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１２９】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１３０】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１３１】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１３２】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１３３】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１３４】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１３５】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１３６】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１３７】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１３８】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１３９】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１４０】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１４１】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１４２】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１４３】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
【図１４４】本発明の実施の形態に用いられる飛行体の図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１１】
＜実施の形態の詳細＞
　以下、本発明の実施の形態による飛行体及び飛行体の制御方法について、図面を参照し
ながら説明する。
【００１２】
　なお、以下の説明において、以下の定義に従って用語を使い分けることがある。
　　前後方向：＋Ｘ方向及びＸ方向
　　上下方向（または鉛直方向）：＋Ｚ方向及びＺ方向
　　左右方向（または水平方向）：＋Ｙ方向及びＹ方向
　　進行方向（前方）：＋Ｘ方向
　　後退方向（後方）：－Ｘ方向
　　上昇方向（上方）：＋Ｚ方向
　　下降方向（下方）：－Ｚ方向
【００１３】
＜飛行体の構成＞
　いかに説明する飛行体は、一般に以下のような構成を有している。
【００１４】
＜制御部＞
　フライトコントローラやセンサ類を備え、飛行の状態を観測・推定し、所望の動作を実
現するために動力部に送り出す指令を計算する。
【００１５】
　フライトコントローラは、プログラマブルプロセッサ（例えば、中央演算処理装置（Ｃ
ＰＵ））などを有することができ、またフライトコントローラが実行可能であるロジック
・コード・およびプログラム命令を記憶するためのメモリを有しても良い。
【００１６】
　メモリは、例えば、ＳＤカードなどの分離可能な媒体または外部の記憶装置を含んでい
てもよい。カメラやセンサ類から取得したデータは、メモリに直接に伝達されかつ記憶さ
れてもよい。例えば、カメラ等で撮影した静止画・動画データが内蔵の記憶装置又は外部
の記憶装置に記録される。
【００１７】
　制御部にあるセンサ類は、慣性センサ（加速度センサ、ジャイロセンサ等）、ＧＰＳセ
ンサ、近接センサ（例えば、ＬＩＤＡＲ）、またはビジョンセンサ（例えば、カメラ）を
含み得る。
【００１８】
＜動力部＞
　モータ・ＥＳＣ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｓｐｅｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）・プロ
ペラなどの推力発生装置および推力制御装置を備え、フライトコントローラおよび送受信
機からの信号を受けて所望の飛行を実現する。推力発生装置は、電気モータの他にガソリ
ンエンジンなどを用いてもよい。
【００１９】
　本発明のプロペラは、羽根は細長い形状を有している。任意の羽根（回転子）の数（例
えば、１、２、３、４、またはそれ以上の羽根）でよい。また、羽根の形状は、平らな形
状、曲がった形状、よじれた形状、テーパ形状、またはそれらの組み合わせ等の任意の形
状が可能である。
【００２０】
　なお、羽根の形状は変化可能である（例えば、伸縮、折りたたみ、折り曲げ等）。羽根
は対称的（同一の上部及び下部表面を有する）または非対称的（異なる形状の上部及び下
部表面を有する）であってもよい。
【００２１】



(7) JP 2019-207238 A 2019.12.5

10

20

30

40

50

　羽根はエアホイル、ウイング、または羽根が空中を移動される時に動的空気力（例えば
、揚力、推力）を生成するために好適な幾何学形状に形成可能である。羽根の幾何学形状
は、揚力及び推力を増加させ、抗力を削減する等の、羽根の動的空気特性を最適化するた
めに適宜選択可能である。
【００２２】
　モータは、プロペラの回転を生じさせるものであり、例えば、駆動ユニットは、電気モ
ータ又はエンジン等を含むことが可能である。羽根は、モータによって駆動可能であり、
時計方向に及び／または反時計方向に、モータの回転軸（例えば、モータの長軸）の周り
に回転する。
【００２３】
　羽根は、すべて同一方向に回転可能であるし、独立して回転することも可能である。羽
根のいくつかは一方の方向に回転し、他の羽根は他方方向に回転する。羽根は、同一回転
数ですべて回転することも可能であり、夫々異なる回転数で回転することも可能である。
回転数は移動体の寸法（例えば、大きさ、重さ）や制御状態（速さ、移動方向等）に基づ
いて自動又は手動により定めることができる。
【００２４】
　飛行体は、対応するモータ及びプロペラを支持するアーム（フレーム）を有している。
アームには、飛行体の飛行状態、飛行方向等を示すためにＬＥＤ等の発色体を設けること
としてもよい。本実施の形態によるアームは、カーボン、ステンレス、アルミニウム、マ
グネシウム等またはこれらの合金又は組合わせ等から適宜選択される素材で形成すること
が可能である。
【００２５】
　飛行体は、必要に応じて搭載部を備えていてもよい。搭載部は、搭載対象物（カメラ、
荷物Ｌ保持部、作業ツール等）を搭載・保持するための機構である。搭載部は、搭載対象
物位置及び向きを維持することができるように、常に所定の方向（例えば、水平方向（鉛
直下向き））に、その状態を保持する構成としてもよい。
【００２６】
　搭載部は、接続部（ジンバル：所定範囲で変位可能な接続部）を介してアームに接続さ
れていてもよい。この場合、当該接続部を支点として、搭載対象物が飛行体の傾きに応じ
て、折れ曲がるように構成されている。かかる構成によれば、飛行体のうち、アーム部分
と、搭載部とが接続部を介して独立変位可能に接続されることとなる。変位の角度は、特
に限定されない。例えば、飛行体が前傾姿勢で飛行した場合であっても搭載対象物の位置
・方向を水平に保つことができればよい。これにより、搭載対象物は、常に鉛直方向下向
きに懸垂された状態で保持され、出発地点における位置、状態を保持しながら、目的地ま
で配達することが可能となる。
【００２７】
　本実施の形態による接続部は、進行方向と同じ方向である前後方向のみに可動するもの
（１軸ジンバル）である。しかしながら、左右方向にも可動するもの（２軸ジンバル）で
あってもよい。
【００２８】
　なお、接続部は、モータ等によって制御することとしてもよい。これにより、飛行時に
搭載対象物のふらつき（自然振動等）がより防止される。
【００２９】
　搭載部の形状・機構は、搭載対象物を収納したり保持したりすることができれば特に制
限されるものではなく、搭載対象物が傾いたりその位置を保持することができるものであ
ればどのようなものであってもよい。なお、搭載部にはカメラ等の視覚情報を得るための
センサや、風力等の待機状態を検出する各種センサや、スピーカーやモニタ等の情報発信
装置や、物を把持したり切断したり何らかの作業を行うための作業部が設けられていても
よい。
【００３０】
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＜送受信部＞
　他の飛行体や操縦者と有線通信または無線通信などの任意の通信手段を持ち、制御部・
動力部などに任意の情報を送受信することができる。
【００３１】
＜動力源＞
　バッテリなどのエネルギー源を備える。電気エネルギーに限らず、ガソリン等の化学エ
ネルギーおよびエネルギー変換モジュールを備えても良い。また、例えば、無線送電のよ
うな非接触給電による蓄電モジュールを備えてもよい。
【００３２】
＜その他センサ・動作部＞
　空中撮影や電波中継など、飛行を実現することに直接には関与しない目的にて備えられ
たセンサおよび動作機構を有することがある。例えば、カメラセンサ、温度センサ、ジン
バル機構、物件の投下機構などがあげられ、飛行体の任務によってはこれらには限らない
。
【００３３】
　以上説明した構成は、以下に説明する実施の形態の全てに又は部分的に採用され得るも
のである。また、本願は多数の実施の形態を包含することから、異なる実施の形態におい
て異なる構成に対して同一の参照符号が振られることがある。この場合、各実施の形態と
当該実施の形態において参照される各図とを参照されたい。また、各実施の形態は、その
目的が矛盾しない限り、その一部の要素を適宜組み合わせることが可能である。
【００３４】
（第１の実施の形態）
　図２乃至図４に示されるように、本実施の形態による飛行体のアーム部と積載部とは、
少なくとも水平方向及び垂直方向において独立して変位可能に構成されている。より詳細
には、図４に示されるように、飛行体は、複数（例えば、４つ）の回転翼と、回転翼を回
転させるモータとモータを支持するフレームとを備える飛行部と、当該飛行部の中心に位
置する搭載部とを備えている。フレームは、中央に矩形形状で且つ内側に被囲空間を有す
る部分を備えている。搭載部は、少なくとも部分的に当該被囲空間内に存在している。フ
レームと、搭載部とは、ピッチ方向及びロール方向のそれぞれにおいて変位可能（正確に
は部分的な回転変位）なジンバル及びジンバルとによって接続されている。搭載部は、搭
載物の移動が可能なレール部を有している。
【００３５】
　図２に示されるように、第１飛行体（下側の飛行体）と第２飛行体（上側の飛行体）間
における搭載部に搭載されている荷物Ｌの移動方法は次のようにして行われる。まず、第
１飛行体が第２飛行体の下方に位置する。
【００３６】
　このとき、第１飛行体と第２飛行体の相対的な位置（速度）がロックされる。ロックの
方法は、物理的な方法を利用してもよいし、ソフトウェアによって互いの位置をロックす
ることとしてもよい。なお、図においては、左方向に進行しながらの荷物Ｌ受け渡しを行
っていることから、飛行部が傾いて図示されているが、静止状態においては飛行部は水平
方向と平行になる。
【００３７】
　続いて、第１飛行体の積載部の荷物Ｌが第２飛行体の積載部に引き上げられる（図２参
照）。これにより、荷物Ｌは、第１飛行体から第２飛行体へ移動が完了する。
【００３８】
（本実施の形態の他の移動方法）
　本実施の形態による他の移動方法は次のようにして行われる。まず、第１飛行体が第２
飛行体の上方に位置する（図示せず）。
【００３９】
　このとき、第１飛行体と第２飛行体の相対的な位置（速度）がロックされる。ロックの
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方法は、物理的な方法を利用してもよいし、ソフトウェアによって互いの位置をロックす
ることとしてもよい。
【００４０】
　続いて、第１飛行体の積載部の荷物Ｌが第２飛行体の積載部に引き下げられる。これに
より、荷物Ｌは、第１飛行体から第２飛行体へ移動が完了する。
【００４１】
（第２の実施の形態）
　本実施の形態による搭載物換装方法は、第１飛行体の有する搭載物を第２飛行体に受け
渡すものである。各飛行体の構成は、第１実施の形態と同様の構成を備えているため、説
明は省略する。
【００４２】
　移動方法は、第１実施の形態と同様に、次のようにして行われる。まず、第１飛行体が
第２飛行体の下方に位置する。
【００４３】
　このとき、第１飛行体と第２飛行体の相対的な位置がロックされる。ロックの方法は、
物理的な方法を利用してもよいし、ソフトウェアによって互いの位置をロックすることと
してもよい。
【００４４】
　図６乃至図８に示されるように、ロックされた状態においては、第１飛行体のプロペラ
（後流を発生させる要素）の回転範囲の夫々は、第２飛行体のプロペラと少なくとも部分
的に重複しない状態に維持される。これにより、少なくとも、上側の第２飛行体の後流領
域Ｂ２は、下側の飛行体の後流領域Ｂ１と重複しない。
【００４５】
　続いて、第１飛行体の積載部の荷物Ｌが第２飛行体の積載部に引き上げられる。これに
より、荷物Ｌは、第１飛行体から第２飛行体へ移動が完了する。
【００４６】
　本実施の形態においては、第１飛行体と第２飛行体との位置を相対的にロックする際に
、互いの水平方向の向きを略４５度ずらすこととしている。これにより、プロペラ後流の
乱れを最小限にすることが可能となる。
【００４７】
（第３の実施の形態）
　図５に示されるように、飛行体は、離陸時（初期状態）においては、第１飛行体（親機
）と第２飛行体（子機）とがスタックした状態（スタック状態）で離陸する。
【００４８】
　機体同士が連結されていることから、スタック状態においては、形状は擬似的なオクト
コプターとみることもできる。
【００４９】
　飛行時においては、親機のバッテリを優先し電力消費してもよい。これにより、子機は
切り離し時に満充電にて稼働開始することができる。
【００５０】
　子機は親機から分離（離脱）し、他の親機（２機目の親機）と結合（ドッキング）する
ことが可能である。
【００５１】
　以下、離陸時及び飛行時の状態を２つのパターンに分けて説明する。
Ａ：親機（子機をスタックする）とし、Ｂ：子機（荷物Ｌを持っている）とする。以下「
Ａ」は親機を、「Ｂ」は子機を表し、添え字の数字は個体別のものである。
＜パターン１＞
離陸時　Ａ１＋Ｂ１（スタック状態）
飛行中　Ｂ１（Ａ１から分離）
　離陸時は親機Ａ１と子機Ｂ１は結合した状態で飛行する。上空において、子機Ｂ１は、
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親機Ａ１から分離する（図５（ｂ）参照）。
＜パターン２＞
離陸時　Ａ１＋Ｂ１（スタック状態）
飛行中　Ｂ１（Ａ１から分離）
距離延長１　Ｂ１＋Ａ２（他の親機Ａ２に結合）
親機２分離　Ｂ１（Ａ２から分離）
距離延長２　Ｂ１＋Ａ３（更に他の親機Ａ３に結合）
親機２分離　Ｂ１（Ａ３から分離）
　図５（ｃ）に示されるように、離陸時は親機Ａ１と子機Ｂ１は結合した状態で飛行する
（離陸１）。上空において所定時間の飛行ののち、子機Ｂ１は親機Ａ１から分離する（分
離２）。子機Ｂ１は他の親機Ａ２に結合する（結合３）。ここまでは、図（ｂ）に示すパ
ターン２と同様である。親機Ａ２と子機Ｂ１が結合した状態で飛行距離を更に伸ばしたと
ころで、子機Ｂ１は親機Ａ２から分離する（分離５）。結合状態においては、親機の電源
（バッテリー）のみによって親機のみのプロペラ（又は子機のプロペラも）回転させるこ
ととしてもよい。また、子機のバッテリの状態を検出し、それに応じて、親機のバッテリ
から子機のバッテリへ充電を行ってもよい。
【００５２】
　子機に荷物Ｌを搭載しバッテリ残量が少なくなった段階で新たな親機を導くことにより
、単独では不可能な遠距離の宅配が可能になる。
【００５３】
＜本実施の形態による構成＞
　第１飛行体と、当該第１飛行体と連結及び着脱可能な第２飛行体とを備える飛行体であ
って、
　空中において、前記第２飛行体を離脱可能に構成されている飛行体。
【００５４】
（第４の実施の形態）
【００５５】
　第４の実施の形態は、第３の実施の形態における飛行体の動力をモータ等の電力由来の
動力源から、内燃機関に変更したものである。飛行体は、離陸時（初期状態）においては
、第１飛行体（親機）と第２飛行体（子機）とがスタックした状態（スタック状態）で離
陸する（機体構造例：図６乃至図８に示す）。
【００５６】
　親機の動力源は内燃機関である。
【００５７】
　スタック状態においては、形状は擬似的なオクトコプターである。
【００５８】
　飛行時においては、親機のバッテリを優先し電力消費する。これにより、子機は切り離
し時に満充電にて稼働開始することができる。
【００５９】
　子機は親機から離脱し、他の親機（２機目の親機）とドッキングすることが可能である
。
【００６０】
　以下、離陸時及び飛行時の状態を説明する。
Ａ：親機（子機をスタックする）とし、Ｂ：子機（荷物Ｌを持っている）とする。
＜パターン１＞
離陸時　Ａ１＋Ｂ１（スタック状態）
飛行中　Ｂ１（Ａ１から分離）
＜パターン２＞
離陸時　Ａ１＋Ｂ１（スタック状態）
飛行中　Ｂ１（Ａ１から分離）
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距離延長１　Ｂ１＋Ａ２
親機２分離　Ｂ１（Ａ２から分離）
距離延長２　Ｂ１＋Ａ３
親機２分離　Ｂ１（Ａ３から分離）
【００６１】
　子機に荷物Ｌを搭載しバッテリ残量が少なくなった段階で新たな親機を導くことにより
、単独では不可能な遠距離の宅配が可能になる。
【００６２】
＜本実施の形態による構成＞
　内燃機関を動力源とする第１飛行体と、当該第１飛行体と連結及び着脱可能な第２飛行
体とを備える飛行体であって、
　空中において、前記第２飛行体を離脱可能に構成されている飛行体。
【００６３】
（第５の実施の形態）
【００６４】
　第５の実施の形態は、第３の実施の形態における飛行体を回転翼機から、固定翼機に変
更したものである。飛行体は、離陸時（初期状態）においては、第１飛行体（親機）と第
２飛行体（子機）とがスタックした状態（スタック状態）で離陸する。
【００６５】
　親機は固定翼機である。即ち、主翼が機体に対して固定されており、機体が前進するこ
とによって揚力を発生させ飛行する。
【００６６】
　スタック状態においては、形状は擬似的なオクトコプターである。
【００６７】
　飛行時においては、親機のバッテリを優先し電力消費する。これにより、子機は切り離
し時に満充電にて稼働開始することができる。
【００６８】
　子機は親機から離脱し、他の親機（２機目の親機）とドッキングすることが可能である
。
【００６９】
　以下、離陸時及び飛行時の状態を説明する。
Ａ：親機（子機をスタックする）とし、Ｂ：子機（荷物Ｌを持っている）とする。
＜パターン１＞
離陸時　Ａ１＋Ｂ１（スタック状態）
飛行中　Ｂ１（Ａ１から分離）
＜パターン２＞
離陸時　Ａ１＋Ｂ１（スタック状態）
飛行中　Ｂ１（Ａ１から分離）
距離延長１　Ｂ１＋Ａ２
親機２分離　Ｂ１（Ａ２から分離）
距離延長２　Ｂ１＋Ａ３
親機２分離　Ｂ１（Ａ３から分離）
【００７０】
　子機に荷物Ｌを搭載しバッテリ残量が少なくなった段階で新たな親機を導くことにより
、単独では不可能な遠距離の宅配が可能になる。また、親機が固定翼を有していることか
ら、より遠くまで荷物Ｌを宅配することが可能である。
【００７１】
＜本実施の形態による構成＞
　固定翼を有する第１飛行体と、当該第１飛行体と連結及び着脱可能な第２飛行体とを備
える飛行体であって、



(12) JP 2019-207238 A 2019.12.5

10

20

30

40

50

　空中において、前記第２飛行体を離脱可能に構成されている飛行体。
【００７２】
（第６の実施の形態）
【００７３】
　図９及び図１０に示されるように本実施の形態による飛行体は、アーム部と前記積載部
とは、少なくとも水平方向及び垂直方向において独立して変位可能に構成されている。
【００７４】
　移動方法は次のようにして行われる。まず、第１飛行体が第２飛行体の下方に位置する
。
【００７５】
　このとき、第１飛行体と第２飛行体の相対的な位置がロックされる。ロックの方法は、
物理的な方法を利用してもよいし、ソフトウェアによって互いの位置をロックすることと
してもよい。
【００７６】
　続いて、第１飛行体の積載部の荷物Ｌが第２飛行体の積載部に引き上げられる。これに
より、荷物Ｌは、第１飛行体から第２飛行体へ移動が完了する。
【００７７】
　図９及び図１０に示されるように、第１飛行体は上空においてモータ間の間隔（モータ
ースパン）を変化させることができる。即ち、モーターアームの（中心からの）長さを可
変（もしくは当初から、第１飛行体と第２飛行体とで異なる長さ）にされている。これに
より、垂直方向から見た場合に、第１飛行体と第２飛行体のプロペラが重複しないため、
飛行効率が向上できる。
【００７８】
　モータースパンは、第１飛行体のみ、第２飛行体のみ、第１飛行体及び第２飛行体の両
方を可変としてよい。
【００７９】
（変形例）
　本発明の変形例による移動方法は次のようにして行われる。まず、第１飛行体が第２飛
行体の上方に位置する。
【００８０】
　このとき、第１飛行体と第２飛行体の相対的な位置がロックされる。ロックの方法は、
物理的な方法を利用してもよいし、ソフトウェアによって互いの位置をロックすることと
してもよい。
【００８１】
　続いて、第１飛行体の積載部の荷物Ｌが第２飛行体の積載部に引き下げられる。これに
より、荷物Ｌは、第１飛行体から第２飛行体へ移動が完了する。
【００８２】
＜本実施の形態による構成＞
　空中において、第１飛行体と第２飛行体とを利用した飛行体間の荷物Ｌ移動方法であっ
て、
　前記第１飛行体及び前記第２飛行体は、それぞれ、複数の回転翼と、当該回転翼の夫々
を回転させる動力部と、当該動力部を支持するアーム部と、前記荷物Ｌを積載する積載部
とを有しており、
　前記第１飛行体が前記第２飛行体の下方に位置する待機ステップと、
　前記第１飛行体と前記第２飛行体の相対的な位置をロックする固定ステップと、
　前記第１飛行体の前記積載部の荷物Ｌを前記第２飛行体の積載部に引き上げる換装ステ
ップとを含み、
　前記第１飛行体又は前記第２飛行体の少なくともいずれかは、複数の前記動力部の距離
を互いに変位させることによって、少なくとも前記固定ステップにおいて垂直方向から見
た場合に前記第１飛行体の前記回転翼と前記第２飛行体の回転翼とが重複しないように構
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成されている、
飛行体間の荷物Ｌ移動方法。
【００８３】
（第７の実施の形態）
【００８４】
　図１１乃至図１３に示されるように本実施の形態による飛行体は、アーム部と前記積載
部とは、少なくとも水平方向及び垂直方向において、自動又は手動によって独立して変位
（折り曲げ）可能に構成されている。
【００８５】
　移動方法は次のようにして行われる。まず、第１飛行体１が第２飛行体’の下方に位置
する。
【００８６】
　このとき、第１飛行体１と第２飛行体’の相対的な位置がロックされる（ロック状態）
。ロックの方法は、物理的な方法を利用してもよいし、ソフトウェアによって互いの位置
をロックすることとしてもよい。
【００８７】
　続いて、第１飛行体の積載部の荷物Ｌが第２飛行体の積載部に引き上げられる。これに
より、荷物Ｌは、第１飛行体から第２飛行体へ移動が完了する。
【００８８】
　図１１に示されるように、上側の第２飛行体は上空において、アームの角度を変形させ
ることによって、回転翼の後流発生方向を変化させることとしている。具体的には、各ア
ームを水平面に対して所定角度をなすように変位する。
【００８９】
　これにより、少なくともロック状態において、第２飛行体の回転翼から発生する後流の
作用する領域に第１飛行体の回転翼が重複しない。
【００９０】
　このように、本発明によれば、垂直方向から見た場合に、第１飛行体のプロペラに第２
飛行体後流領域が重複しないため、飛行効率が向上できる。
【００９１】
　折り曲げ角度は、第１飛行体のみ、第２飛行体のみ、第１飛行体及び第２飛行体の両方
を変位させることとしてもよい。
（変形例）
　本発明の変形例による移動方法は次のようにして行われる。まず、第１飛行体が第２飛
行体の上方に位置する。
【００９２】
　このとき、第１飛行体と第２飛行体の相対的な位置がロックされる。ロックの方法は、
物理的な方法を利用してもよいし、ソフトウェアによって互いの位置をロックすることと
してもよい。
【００９３】
　続いて、第１飛行体の積載部の荷物Ｌが第２飛行体の積載部に引き下げられる。これに
より、荷物Ｌは、第１飛行体から第２飛行体へ移動が完了する。
【００９４】
＜本実施の形態による構成＞
　空中において、第１飛行体と第２飛行体とを利用した飛行体間の荷物Ｌ移動方法であっ
て、
　前記第１飛行体及び前記第２飛行体は、それぞれ、複数の回転翼と、当該回転翼の夫々
を回転させる動力部と、当該動力部を支持するアーム部と、前記荷物Ｌを積載する積載部
とを有しており、
　前記第１飛行体が前記第２飛行体の下方に位置する待機ステップと、
　前記第１飛行体と前記第２飛行体の相対的な位置をロックする固定ステップと、
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　前記第１飛行体の前記積載部の荷物Ｌを前記第２飛行体の積載部に引き上げる換装ステ
ップとを含み、
　前記第１飛行体又は前記第２飛行体の少なくともいずれかは、前記回転翼の後流発生方
向を変化させることにより、少なくとも前記固定ステップにおいて前記第１飛行体の前記
回転翼から発生する前記後流の作用する領域に前記第２飛行体の回転翼が重複しないよう
に構成されている、
飛行体間の荷物Ｌ移動方法。
【００９５】
（第８の実施の形態）
　図１４乃至図１６に示されるように本実施の形態による飛行体のアーム部は少なくとも
水平方向及び垂直方向において独立して変位可能に構成さている。また、飛行体のモータ
ーアームの長さは可変である。
【００９６】
　移動方法は次のようにして行われる。まず、第１飛行体が第２飛行体の下方に位置する
。
【００９７】
　このとき、第１飛行体と第２飛行体の相対的な位置がロックされる（ロック状態）。ロ
ックの方法は、物理的な方法を利用してもよいし、ソフトウェアによって互いの位置をロ
ックすることとしてもよい。
【００９８】
　続いて、第１飛行体の積載部の荷物Ｌが第２飛行体の積載部に引き上げられる。これに
より、荷物Ｌは、第１飛行体から第２飛行体へ移動が完了する。
【００９９】
　図２に示されるように、第１飛行体は上空においてモータ間の間隔（モータースパン：
モーターアームの長さ）を変化させることができる。これにより、垂直方向から見た場合
に、第１飛行体と第２飛行体のプロペラが重複しないため、飛行効率が向上できる。
【０１００】
　更に、第１飛行体は上空において、アームの角度を変形させることによって、回転翼の
後流発生方向を変化させることとしている。
【０１０１】
　これにより、少なくともロック状態において、第１飛行体の回転翼から発生する後流の
作用する領域に第２飛行体の回転翼が重複しない。
【０１０２】
　このように、本発明によれば、垂直方向から見た場合に、第１飛行体と第２飛行体のプ
ロペラが重複しないため、飛行効率が向上できる。
【０１０３】
　モータースパンは、第１飛行体のみ、第２飛行体のみ、第１飛行体及び第２飛行体の両
方を可変としてよい。
【０１０４】
（変形例）
　本発明の変形例による移動方法は次のようにして行われる。まず、第１飛行体が第２飛
行体の上方に位置する。
【０１０５】
　このとき、第１飛行体と第２飛行体の相対的な位置がロックされる。ロックの方法は、
物理的な方法を利用してもよいし、ソフトウェアによって互いの位置をロックすることと
してもよい。
【０１０６】
　続いて、第１飛行体の積載部の荷物Ｌが第２飛行体の積載部に引き下げられる。これに
より、荷物Ｌは、第１飛行体から第２飛行体へ移動が完了する。
【０１０７】
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＜本実施の形態による構成＞
　空中において、第１飛行体と第２飛行体とを利用した飛行体間の荷物Ｌ移動方法であっ
て、
　前記第１飛行体及び前記第２飛行体は、それぞれ、複数の回転翼と、当該回転翼の夫々
を回転させる動力部と、当該動力部を支持するアーム部と、前記荷物Ｌを積載する積載部
とを有しており、
　前記第１飛行体が前記第２飛行体の下方に位置する待機ステップと、
　前記第１飛行体と前記第２飛行体の相対的な位置をロックする固定ステップと、
　前記第１飛行体の前記積載部の荷物Ｌを前記第２飛行体の積載部に引き上げる換装ステ
ップとを含み、
　前記第１飛行体又は前記第２飛行体の少なくともいずれかは：
　　前記第１飛行体又は前記第２飛行体の少なくともいずれかは、複数の前記動力部の距
離を互いに変位させることによって、少なくとも前記固定ステップにおいて垂直方向から
見た場合に前記第１飛行体の前記回転翼と前記第２飛行体の回転翼とが重複しないように
構成され、且つ、
　　前記回転翼の後流発生方向を変化させることにより、少なくとも前記固定ステップに
おいて前記第１飛行体の前記回転翼から発生する前記後流の作用する領域に前記第２飛行
体の回転翼が重複しないように構成されている、
飛行体間の荷物Ｌ移動方法。
【０１０８】
（第９の実施の形態）
【０１０９】
　本実施の形態による飛行体は、プロペラのピッチ違いを装着した、親機と子機から構成
されるマルチコプターである。
【０１１０】
　飛行体は、固定ピッチプロペラによる最高高度到達を目的としている。
【０１１１】
　親機（第１回転翼機）のプロペラは、通常ピッチである。子機（第２回転翼機）は、高
所対応の深いピッチを有している。即ち、子機のプロペラの傾斜角（レーキアングル）は
、親のプロペラのそれよりも大きい。
【０１１２】
　離陸から一定の高さまでは、両方の機体の回転翼を利用して上昇を行う。高高度に達し
た段階で子機切り離す。子機は、満充電状態にて活動を開始し、通常よりも深いピッチの
プロペラにより、通常のマルチコプターでは到達出来ない高度まで更に上昇する。
【０１１３】
　産業用のドローンにも応用可能である。
【０１１４】
　警備用マルチコプターでは、離陸数秒の一定高度到達への時間短縮と稼働時間を延長す
る効果を得ることができる。
【０１１５】
　また、軍事目的に利用することも可能であり、親機は所謂母艦機能を有する。
【０１１６】
＜本実施の形態による構成＞
　第１回転翼機と、当該第１回転翼機と連結及び着脱可能な第２回転翼機とを備える複合
飛行体であって、
　前記第１回転翼機の有する回転翼のプロペラに関する傾斜角と前記第２回転翼機の有す
る回転翼のプロペラに関する傾斜角とは互いに異なる、
複合飛行体。
【０１１７】
（第１０の実施の形態）
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　本実施の形態による飛行体は、プロペラのピッチ違いを装着した、親機と子機から構成
されるマルチコプターである。
【０１１８】
　飛行体は、固定ピッチプロペラによる最高高度到達を目的としている。
【０１１９】
　親機（第１回転翼機）のプロペラは、通常ピッチである。子機（第２回転翼機）は、高
所対応の深いピッチを有している。即ち、子機のプロペラの傾斜角（レーキアングル）は
、親のプロペラのそれよりも大きい。
【０１２０】
　また、本実施の形態による子機のプロペラは可変ピッチであり、傾斜角を変更すること
ができる。
【０１２１】
　さらに、より飛行効率を上げる場合には、プロペラを二重反転式ローター（ツインロー
ター）としてもよい。
【０１２２】
　離陸から一定の高さまでは、両方の機体の回転翼を利用して上昇を行う。高高度に達し
た段階で子機切り離す。子機は、満充電状態にて活動を開始し、通常よりも深いピッチの
プロペラにより、通常のマルチコプターでは到達出来ない高度まで更に上昇する。
【０１２３】
　産業用のドローンにも応用可能である。
【０１２４】
　警備用マルチコプターでは、離陸数秒の一定高度到達への時間短縮と稼働時間を延長す
る効果を得ることができる。
【０１２５】
　また、軍事目的に利用することも可能であり、親機は所謂母艦機能を有する。
【０１２６】
＜本実施の形態による構成＞
　第１回転翼機と、当該第１回転翼機と連結及び着脱可能な第２回転翼機とを備える複合
飛行体であって、
　前記第１回転翼機の有する回転翼のプロペラに関する傾斜角と前記第２回転翼機の有す
る回転翼のプロペラに関する傾斜角とは互いに異なっており、
　前記第２回転翼機の前記傾斜角は可変である、
複合飛行体。
【０１２７】
（第１１の実施の形態）
　図１７乃至図１９に示されるように本実施の形態によるアーム部は、断面が水滴型（雫
型、涙型などの呼び方がある）の形状を有している。丸みを帯びた先端部は上方（垂直方
向）を向いており、エッジである後端部は下方を向いている。
【０１２８】
　アーム部は、プロペラによる後流領域に存在することが多く、断面が四角形や円形であ
る場合、後流の妨げとなる。アーム部の断面形状を上述した形にすることにより、空力抵
抗を減らすことができる。によれば、モータで発生した後流の妨げとならず、空力を最適
化することができるため、飛行効率が上がる。
【０１２９】
＜本実施の形態による構成＞
　動力部と、当該動力部を支持するアーム部とを有する回転翼機であって、
　前記アーム部は、断面が水滴型の形状を有しており、
　前記水滴型の丸みを帯びた部分は上方を向いており、前記水滴型のエッジは下方を向い
ている、
回転翼機。
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【０１３０】
（第１２の実施の形態）
　図２０乃至図２２に示されるように本実施の形態によるアーム部は、断面が水滴型（雫
型、涙型などの呼び方がある）の形状を有している。丸みを帯びた先端部は前方を向いて
おり、エッジである後端部は後方を向いている。
【０１３１】
　かかる構成によれば、アーム部は、前傾時に空気抵抗をより少なくすることが可能とな
る。なお、アーム部の形状は、当該アーム部の位置や前進時の回転翼機の前傾角度等に応
じて適切な迎角θが設定される。なお、アーム部を軸周りに回転させる機構を備えていて
もよい。この場合、飛行体の前進時の角度に応じて先端部及び後端部を結ぶ仮想直線が所
定の方向となるように迎角θを調節することとしてもよい（図２２参照）。
【０１３２】
　このような構成によれば、モータで発生した後流の妨げとならず、回転翼機の前傾姿勢
時における空力を最適化することができるため、飛行効率が上がる。
【０１３３】
＜本実施の形態による構成＞
　動力部と、当該動力部を支持するアーム部とを有する回転翼機であって、
　前記アーム部は、断面が水滴型の形状を有しており、
　前記水滴型の丸みを帯びた部分は前方を向いており、前記水滴型のエッジは後方を向い
ている、
回転翼機。
【０１３４】
（第１３の実施の形態）
　図２３乃至図２５に示されるように本実施の形態によるアーム部は、断面が水滴型（雫
型、涙型などの呼び方がある）の形状を有している。アーム部は、水滴型の丸みを帯びた
部分が上方を向いており水滴型のエッジは下方を向いている第１部位と、水滴型の丸みを
帯びた部分が前方を向いており水滴型のエッジは後方を向いている第２部位を有している
。
【０１３５】
　第１部位は、上方から見た場合にプロペラの回転範囲の直下（即ち、プロペラ後流が発
生する位置）に位置している。
【０１３６】
　第２部位は、プロペラの後流が発生する領域の外に位置している。なお、アーム部の形
状は、当該アーム部の位置や前進時の回転翼機の前傾角度等に応じて適切な迎角が設定さ
れる。即ち、飛行体が水平移動している際に（即ち飛行体が前傾している際に）、第２部
位は水平方向と平行になる。即ち、第２部位は、初期状態において、水平方向から所定角
度だけ正の迎角θがつけられている（図２３参照）。
【０１３７】
　かかる構成によれば、アーム部は、前傾時に空気抵抗をより少なくすることが可能とな
る。
【０１３８】
　このような構成によれば、モータで発生した後流の妨げとならず、回転翼機の前傾姿勢
時における空力を最適化することができるため、飛行効率が上がる。
【０１３９】
＜本実施の形態による構成＞
　動力部と、当該動力部を支持するアーム部とを有する回転翼機であって、
　前記アーム部の断面は、水滴型の形状を有しており、
　前記アーム部は、前記水滴型の丸みを帯びた部分が上方を向いており前記水滴型のエッ
ジは下方を向いている第１部位と、前記水滴型の丸みを帯びた部分が前方を向いており前
記水滴型のエッジは後方を向いている第２部位を有している、
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回転翼機。
【０１４０】
（第１４の実施の形態）
　図２６乃至図２８に示されるように、本実施の形態によるモーターパイプは、上昇気流
発生に最適化されたモーターパイプである。
【０１４１】
　上方投射面積を軽減し、上昇気流耐性を向上させることができる。上方から見るとＹ型
形状のパイプである。
【０１４２】
（第１５の実施の形態）
　図２９乃至図３１に示されるように、本実施の形態によるモーターパイプは、上昇気流
発生対策と燃費向上を兼ね備えたモーターパイプである。
【０１４３】
　上方投射面積を軽減し、上昇気流耐性を向上させることが可能となる。プロペラ後流が
強く発生する位置は正水滴型パイプを適用できる。プロペラ後流が発生しない部分は、逆
水滴型パイプを適用できる。
【０１４４】
（第１６の実施の形態）
　図３２乃至図３５に示されるように、本実施の形態によるアーム部は、断面において、
中央にアーム取付けようの空間が設けられており、その全体形状は水滴型（雫型、涙型な
どの呼び方がある）を有している。アタッチメントは、当該アーム部を挟み込むようにし
て取り付けられる。アタッチメント及びアームは、取り付けた状態において一体となって
水滴型の形状を有する（図３２参照）。この時、これら全体としては、水滴型の丸みを帯
びた部分が上方を向いており水滴型のエッジは下方を向いている。
【０１４５】
　このように、既存機体にアタッチメントを取り付けることにより、空力を事後的に最適
化することができる。
【０１４６】
　なお、プロペラ後流の強く発生する部分に部分的に取り付けるのみとしてもよい。
【０１４７】
　このような構成によれば、モータで発生した後流の妨げとならず、回転翼機の前傾姿勢
時における空力を最適化することができるため、飛行効率が上がる。
【０１４８】
＜本実施の形態による構成＞
　回転翼機のアーム用アタッチメントであって、
　回転翼機のアームを挟んだ際に、当該アームと前記アーム用アタッチメントとが一体と
なって、水滴形状を有する
アーム用アタッチメント。
【０１４９】
（第１７の実施の形態）
　本実施の形態による回転翼機は、ＧＰＳによって、カメラの向いている方向と日時を取
得する。
【０１５０】
　逆行処理部は、カメラ部が太陽等の光源方向を向いていると判断した場合には、カメラ
部の撮影パラメータを逆行モードに変更する。
【０１５１】
＜本実施の形態による構成＞
　カメラ部を有する回転翼機であって、
　前記カメラ部が光源方向を向いているときに、撮影パラメータを逆行モードに変更する
逆行処理部を更に備える、
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回転翼機。
【０１５２】
（第１８の実施の形態）
　本実施の形態による時刻計測装置は、飛行体と、当該飛行体の影を検出する検出部とを
備えている。
【０１５３】
　検出部は、方位情報と、太陽に対する飛行体の影を検出し、現在時刻を算出する。
【０１５４】
（第１９の実施の形態）
　本実施の形態による回転翼機は、複数のローターと、当該ローターの動作を制御する制
御部を有する回転翼機の飛行方法である。
【０１５５】
　制御部は、ローターのいずれかに異常が発生したことを検知するステップと、異常が発
生したローターを進行方向に向けるように当該回転翼機の姿勢を制御するステップと、を
実行する。
【０１５６】
　これにより、異常が発生したローターが負荷の少ない方向に位置することから、墜落の
危険を防ぐことができる。
【０１５７】
＜本実施の形態による構成＞
　複数のローターと、当該ローターの動作を制御する制御部を有する回転翼機の飛行方法
であって、
　前記制御部が、
　　前記ローターのいずれかに異常が発生したことを検知するステップと、
　　前記異常が発生したローターを進行方向に向けるように当該回転翼機の姿勢を制御す
るステップと、
を実行する、
回転翼機の飛行方法。
【０１５８】
（第２０の実施の形態）
　本実施の形態による回転翼機は、重心を可変とすることによりローターが一系統ダウン
した時でも安全に制御可能な回転翼機に関する。
【０１５９】
　回転翼機は、複数のローターと、当該ローターが設けられたアームと、前記アームと独
立して変位可能に接続されている本体部と、前記ローターの動作を制御する制御部を有す
る回転翼機の飛行方法である。
【０１６０】
　制御部は、ローターのいずれかに異常が発生したことを検知するステップと、異常が発
生したローターを進行方向の前方に位置するように当該回転翼機の姿勢を制御するステッ
プと、を実行する。
【０１６１】
　これにより、異常が発生したローターが負荷の少ない方向に位置することから、墜落の
危険を防ぐことができる。
【０１６２】
　また、ローターの位置を可変とすることによりローターが一系統ダウンした時でも安全
に制御可能となる。
【０１６３】
　回転翼機は、複数のローターと、当該ローターが設けられたアームと、アーム上におけ
るローターの位置を可変とする制御部を有する回転翼機の飛行方法である。
【０１６４】
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　制御部は、ローターのいずれかに異常が発生したことを検知するステップと、異常が発
生したローター以外のローターの位置を調整することにより当該回転翼機の姿勢を制御す
ると、を実行する。
【０１６５】
　これにより、異常が発生したローターが負荷の少ない方向に位置することから、墜落の
危険を防ぐことができる
【０１６６】
＜本実施の形態による構成１＞
　複数のローターと、当該ローターが設けられたアームと、前記アームと独立して変位可
能に接続されている本体部と、前記ローターの動作を制御する制御部を有する回転翼機の
飛行方法であって、
　前記制御部が、
　　前記ローターのいずれかに異常が発生したことを検知するステップと、
　　前記異常が発生したローターを進行方向に向けるように当該回転翼機の姿勢を制御す
るステップと、
を実行する、
回転翼機の飛行方法。
【０１６７】
＜本実施の形態による構成２＞
　複数のローターと、当該ローターが設けられたアームと、前記アーム上における前記ロ
ーターの位置を可変とする制御部を有する回転翼機の飛行方法であって、
　前記制御部が、
　　前記ローターのいずれかに異常が発生したことを検知するステップと、
　　前記異常が発生したローター以外のローターの位置を調整することにより当該回転翼
機の姿勢を制御するステップと、
を実行する、
回転翼機の飛行方法。
【０１６８】
（第２１の実施の形態）
　本実施の形態による回転翼機は、重心を可変とすることによりローターが一系統ダウン
した時でも安全に制御可能な回転翼機に関する。
【０１６９】
　回転翼機は、複数のローターと、当該ローターが設けられたアームと、フラップ部を有
する回転翼機の飛行方法である。フラップ部は、プロペラに可動自在に取り付けられてい
てもよいし、プロペラ以外の場所に設けられていてもよい。
【０１７０】
　制御部は、ローターのいずれかに異常が発生したことを検知するステップと、フラップ
部を利用して抵抗を大きくすることにより該回転翼機の姿勢を制御するステップと、を実
行する。
【０１７１】
　これにより、異常が発生したローターが負荷の少ない方向に位置することから、墜落の
危険を防ぐことができる
【０１７２】
＜本実施の形態による構成＞
　複数のローターと、当該ローターが設けられたアームと、フラップ部を有する回転翼機
の飛行方法であって、
　前記制御部が、
　　前記ローターのいずれかに異常が発生したことを検知するステップと、
　　前記フラップを利用して当該回転翼機の姿勢を制御するステップと、
を実行する、
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回転翼機の飛行方法。
【０１７３】
（第２２の実施の形態）
　本実施の形態による回転翼機は、ローターが一系統ダウンした時でも安全に制御可能な
回転翼機に関する。
【０１７４】
　回転翼機は、複数のローターと、当該ローターが設けられたアーム部と、当該アーム部
に取り付けられローターをチルトさせるチルト部を有する回転翼機の飛行方法である。
【０１７５】
　制御部は、ローターのいずれかに異常が発生したことを検知するステップと、ローター
をチルトさせ推力の方向を変更することにより該回転翼機の姿勢を制御するステップと、
を実行する。
【０１７６】
　これにより、異常が発生したローターが負荷の少ない方向に位置することから、墜落の
危険を防ぐことができる。
【０１７７】
＜本実施の形態による構成＞
　複数のローターと、当該ローターが設けられたアーム部と、当該アーム部に取り付けら
れ前記ローターをチルトさせるチルト部を有する回転翼機の飛行方法であって、
　前記制御部が、
　　前記ローターのいずれかに異常が発生したことを検知するステップと、
　　前記チルト部を利用して前記ローターをチルトさせることにより回転翼機の姿勢を制
御するステップと、
を実行する、
回転翼機の飛行方法。
【０１７８】
（第２３の実施の形態）
本実施の形態による回転翼機は、重心を可変とすることによりローターが一系統ダウンし
た時でも安全に制御可能な回転翼機に関する。
【０１７９】
　回転翼機は、　複数のローターと、当該ローターが設けられたアーム部と、当該アーム
部をチルトさせるチルト部を有する回転翼機の飛行方法である。
【０１８０】
　制御部は、ローターのいずれかに異常が発生したことを検知するステップと、前記チル
ト部を利用してローターをアームごとチルトさせることにより該回転翼機の姿勢を制御す
るステップと、を実行する。
【０１８１】
　これにより、異常が発生したローターが負荷の少ない方向に位置することから、墜落の
危険を防ぐことができる。
【０１８２】
＜本実施の形態による構成＞
　複数のローターと、当該ローターが設けられたアーム部と、当該アーム部をチルトさせ
るチルト部を有する回転翼機の飛行方法であって、
　前記制御部が、
　　前記ローターのいずれかに異常が発生したことを検知するステップと、
　　前記チルト部を利用して前記ローターをアームごとチルトさせることにより回転翼機
の姿勢を制御するステップと、
を実行する、
回転翼機の飛行方法。
【０１８３】
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（第２４の実施の形態）
　本実施の形態による回転翼機は、ローターが一系統ダウンした時でも安全に制御可能な
回転翼機に関する。
【０１８４】
　回転翼機は、可変ピッチプロペラ部を有する複数のローターと、当該ローターが設けら
れたアームと、ローターの動作を制御する制御部を有する回転翼機の飛行方法である。
【０１８５】
　制御部は、ローターのいずれかに異常が発生したことを検知するステップと、ローター
の少なくとも一部の回転方向を制御するステップと、を実行する。
【０１８６】
　これにより、異常が発生したローターが負荷の少ない方向に位置することから、墜落の
危険を防ぐことができる。
【０１８７】
＜本実施の形態による構成＞
　可変ピッチプロペラ部を有する複数のローターと、当該ローターが設けられたアームと
、前記ローターの動作を制御する制御部を有する回転翼機の飛行方法であって、
　前記制御部が、
　　前記ローターのいずれかに異常が発生したことを検知するステップと、
　　前記ローターの少なくとも一部の回転方向を制御することにより回転翼機の姿勢を維
持するステップと、
を実行する、
回転翼機の飛行方法。
【０１８８】
（第２５の実施の形態）
本実施の形態による回転翼機は、マルチコプターに搭載するＶＲ撮影素材のレンズに関す
る。
【０１８９】
　複数のカメラをＶＲドローンに搭載する場合は、一般的には同じ画角のレンズが用いら
れる。
【０１９０】
しかし、ドローンに搭載する場合は異なる画角の組み合わせによりその差を利用したメリ
ットが生まれる場合がある。
【０１９１】
＜本実施の形態による構成＞
　互いに異なる画角を有する複数のカメラ部を備えた飛行体。
【０１９２】
（第２６の実施の形態）
　第１カメラ部と、第２カメラ部と、これらを支持するアーム部と、を備えた飛行体から
取得されるイメージデータのステッチ方法である。
【０１９３】
第１カメラ部は、第２カメラ部よりも鉛直方向において上方に設けられている。第１カメ
ラ部で撮影された第１イメージデータの面積が第２カメラ部で撮影された第２イメージデ
ータの面積よりも大きくなるようにして、当該第１イメージデータと当該第２イメージデ
ータを連結する。
【０１９４】
　既存ソフトでは、各素材毎の使用範囲設定という概念が無いが、下カメラの素材範囲を
有効活用する制御を行う。
【０１９５】
＜本実施の形態による構成＞
　第１カメラ部と、第２カメラ部と、これらを支持するアーム部と、を備えた飛行体から
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取得されるイメージデータの画像加工方法であって、
前記第１カメラ部は、前記第２カメラ部よりも鉛直方向において上方に設けられており、
前記第１カメラ部で撮影された第１イメージデータの面積が前記第２カメラ部で撮影され
た第２イメージデータの面積よりも大きくなるようにして、当該第１イメージデータと当
該第２イメージデータを連結する、
画像加工方法。
【０１９６】
（第２７の実施の形態）
　図３６乃至図３９に示されるように、飛行体は、複数のカメラ部と、当該カメラ部を支
持するアーム部を備えている。アーム部は、複数のカメラ部が仮想球面上に位置するよう
に支持するである。
【０１９７】
　従来のマルチコプターでは、上下に分かれた２組のカメラセットにて撮影が行われるこ
とが多い。
【０１９８】
　この方法の場合は水平線に画質劣化が集中的に発生する。本発明は、この画質劣化を画
面全体に分散するものである。
【０１９９】
　カメラは、球体に配置されるが、等間隔である必要は無い。
【０２００】
＜本実施の形態による構成＞
　複数のカメラ部と、当該カメラ部を支持するアーム部を備えた飛行体であって、
前記アーム部は、複数の前記カメラ部が仮想球面上に位置するように支持する
飛行体。
【０２０１】
（第２８の実施の形態）
　図２に示されるように、モータユニットを備える飛行体の飛行方法である。方法は、ホ
バリング時における飛行体の振動に関する情報を含むログを取得するステップ、一定水準
の振動を上回るとモータユニットの交換をユーザに促すステップを含んでいる。
【０２０２】
＜本実施の形態による構成＞
　モータユニットを備える飛行体であって、
　ホバリング時における飛行体の振動に関する情報を含むログを取得するステップ、
　一定水準の振動を上回るとモータユニットの交換をユーザに促す、
警告方法。
【０２０３】
　上述した警告方法において、更に、一定水準の振動を上回る状態が一定期間経過もしく
は前記振動が強くなった場合は強制的に飛行を停止するステップを備える警告方法。
【０２０４】
（第２９の実施の形態）
　フライトコントローラと回転計のログを比較し複数のフライトコントローラを搭載する
回転翼機のユーザに対する警告方法であって、
　各々のログを比較し不良が発生していると思われるフライトコントローラの交換を促す
警告方法。
【０２０５】
＜本実施の形態による構成＞
　フライトコントローラと回転計のログを比較し複数のフライトコントローラを搭載する
回転翼機のユーザに対する警告方法であって、
　各々のログを比較し不良が発生していると思われるフライトコントローラの交換を促す
警告方法。
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【０２０６】
（第３０の実施の形態）
　フライトコントローラと回転計のログを比較し不良が発生していると思われるＥＳＣ交
換を促す、警告方法である。
【０２０７】
＜本実施の形態による構成＞
　フライトコントローラと回転計のログを比較し不良が発生していると思われるＥＳＣ交
換を促す、警告方法。
【０２０８】
（第３１の実施の形態）
　直進姿勢を多用すると特定のモータに負荷が集中する。運用期間中に特定のモーター・
モーターコントローラーに消耗が集中することになる。
ここを分散する観点から定期的に、「前」の位置の概念を入れ替える。
基本的には自立飛行を前提とする。
【０２０９】
＜本実施の形態による構成＞
　プロペラと、当該プロペラを回転させるモータと、モータを支持するアーム部と、少な
くとも前記モータの状態を検知する検知部とを備え、操作者からの前進操作に応じて前記
回転翼機を第一水平方向に移動させる回転翼機の制御方法であって、
　前記検知部によって検知された前記状態に基づいて、前記操作者からの前進操作に応じ
た前記回転翼機の移動方向を前記第一水平方向とは異なる第二水平方向に変更する、回転
翼機の制御方法。
【０２１０】
（第３２の実施の形態）
　直進姿勢を多用すると特定のモータに負荷が集中する。運用期間中に特定のモーター・
モーターコントローラーに消耗が集中することになる。ここを分散する観点から定期的に
、「前」の位置の概念を入れ替える。基本的には自立飛行を前提とする。
【０２１１】
　回転翼機は、プロペラと、当該プロペラを回転させるモータと、モータを支持するアー
ム部と、少なくともモータの状態を検知する検知部とを備えている。操作者からの前進操
作に応じて回転翼機の第一水平方向の少なくとも前方又は後方の方向指示表示を第１パタ
ーンで表示する。
【０２１２】
　検知部によってモータに付加が集中すると負荷分散動作が発動する。このとき、操作者
からの前進操作に応じた回転翼機の移動方向を第一水平方向とは異なる第二水平方向に変
更し、当該第二水平方向における少なくとも前方又は後方の方向指示表示を第２パターン
で表示する。
【０２１３】
　具体的には、機体の進行方向表示ＬＥＤの自動切り替える。負荷分散動作が発生すると
、ＬＥＤの色を変化させつつ飛行する。
【０２１４】
＜本実施の形態による構成＞
　プロペラと、当該プロペラを回転させるモータと、モータを支持するアーム部と、少な
くとも前記モータの状態を検知する検知部とを備え、操作者からの前進操作に応じて前記
回転翼機の第一水平方向の少なくとも前方又は後方の方向指示表示を第１パターンで表示
する回転翼機の制御方法であって、
　前記検知部によって検知された前記状態に基づいて、前記操作者からの前記前進操作に
応じた前記回転翼機の移動方向を前記第一水平方向とは異なる第二水平方向に変更し、当
該第二水平方向における少なくとも前方又は後方の前記方向指示表示を第２パターンで表
示する、回転翼機の制御方法。
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【０２１５】
（第３３の実施の形態）
　直進姿勢を多用すると特定のモータに負荷が集中する。運用期間中に特定のモーター・
モーターコントローラーに消耗が集中することになる。ここを分散する観点から定期的に
、「前」の位置の概念を入れ替える。基本的には自立飛行を前提とする。
【０２１６】
　回転翼機は、プロペラと、当該プロペラを回転させるモータと、モータを支持するアー
ム部と、少なくともモータの状態を検知する検知部とを備えている。操作者からの前進操
作に応じて回転翼機の第一水平方向の少なくとも前方又は後方の方向指示表示を第１パタ
ーンで表示する。
【０２１７】
　検知部によってモータに付加が集中すると負荷分散動作が発動する。このとき、操作者
からの前進操作に応じた回転翼機の移動方向を第一水平方向とは異なる第二水平方向に変
更し、当該第二水平方向における少なくとも前方又は後方の方向指示表示を第２パターン
で表示する。
【０２１８】
　具体的には、機体の進行方向表示ＬＥＤの自動切り替える。負荷分散動作が発生すると
、ＬＥＤの色を変化させつつ飛行する。また、ＬＥＤの色を変化とスキッドを含む、機材
搭載部分の回転を行う。
【０２１９】
＜本実施の形態による構成＞
　プロペラと、当該プロペラを回転させるモータと、モータを支持するアーム部と、少な
くとも前記モータの状態を検知する検知部とを備え、操作者からの前進操作に応じて前記
回転翼機の第一水平方向の少なくとも前方又は後方の方向指示表示を第１パターンで表示
する回転翼機の制御方法であって、
　前記検知部によって検知された前記状態に基づいて、前記操作者からの前記前進操作に
応じた前記回転翼機の移動方向を前記第一水平方向とは異なる第二水平方向に変更し、当
該第二水平方向における少なくとも前方又は後方の前記方向指示表示を第２パターンで表
示する、回転翼機の制御方法。
【０２２０】
（第３４の実施の形態）
　図４０乃至図４２に示されるように、回転翼機は、搭載部が所定の範囲で移動可能な状
態で当該搭載部をアーム部に接続する接続部を備えている。接続部の位置は、当該アーム
部の重心よりも上にあるが、用途に応じて、重心よりも下であってもいいし、重心と略一
致又は一致していてもよい。更には、接続部は搭載部の重心と一致している場合にはアー
ム部の揺れを搭載部に伝えにくくなる。しかしながら、用途に応じて、搭載部の重心より
も上又は下であってもよい。理想的には、接続部は、アーム部全体の重心と、搭載部の重
心との双方と一致又は略一致する場所に設けられていることが好ましい。
【０２２１】
　回転翼機は、搭載部と連結され当該回転翼機をぶら下げるためのフック部を更に備えて
いる。
【０２２２】
　従来型の吊下型回転翼機では、風の方向によっては架線への吊下が困難であった。即ち
、風が強くなり離陸が不可能になるという事態である。本案では、例えば横風等に対して
変位を行うことによって対応するアーム部と、搭載部とが独立変位可能であることから、
搭載部のフック部は常に垂直方向を保つことが可能となる。
【０２２３】
＜本実施の形態による構成＞
　複数の回転翼と、
　前記複数の回転翼を支持するアーム部と、
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　物体を搭載する搭載部と、
　前記搭載部が所定の範囲で移動可能な状態で当該搭載部を前記アーム部に接続する接続
部とを備え、
　前記接続部の位置が、当該アーム部の重心及び搭載部の重心の夫々と略一致する、
回転翼機であって、
　前記搭載部は、フック部を更に備える、
回転翼機。
【０２２４】
（第３５の実施の形態）
　図４３乃至図４５に示されるように、本実施の形態による回転翼機は、複数の回転翼と
、複数の回転翼を支持するアーム部と、フック部を有し且つ着脱可能な観測機器（搭載部
）とを備えている。
【０２２５】
　「ドローンを電線に吊す」という回転翼機ではなく、「観測機器のみ電線に吊し、ドロ
ーン（飛行部）は、輸送機となる」ものである（図４３参照）。
【０２２６】
　フック・バッテリ・観測機器などからなる、Ｉ型の機器を電線などに吊すことが可能で
ある。イベントでの臨時の監視カメラ等としても適用可能である。
【０２２７】
　また、津波発生直後の無数の観測カメラ設置を想定。大規模な津波被害が発生すると、
地形は大きく変化することから、事前に用意されているデータは機能しないことが多い。
その様な環境下での情報収集を目的とする。観測機器を臨時の携帯基地局とすることも可
能である。
【０２２８】
＜本実施の形態による構成＞
　飛行部と、観測部とを備える回転翼機であって、
　前記観測部は、前記回転翼機からから着脱可能に構成され、且つ、当該観測部を吊るす
ためのフック部を有している、
回転翼機。
【０２２９】
（第３６の実施の形態）
　図４６乃至図４８に示されるように、本実施の形態による回転翼機は、飛行部と、観測
部とを備えている。観測部は、回転翼機からから着脱可能に構成され、且つ、当該観測部
を自立させるための自立部を有している。
【０２３０】
　「ドローンを電線に吊す」という回転翼機ではなく、「観測機器のみ地面などに自立さ
せ、ドローン（飛行部）は、輸送機となる」ものである（図４６参照）。
【０２３１】
　脚部等の自立可能な部材・バッテリ・観測機器などからなる、Ｉ型の機器を目的地にお
いて自立させる。イベントでの臨時の監視カメラ想定。
【０２３２】
　また、津波発生直後の無数の観測カメラ設置を想定。大規模な津波被害が発生すると、
地形は大きく変化することから、事前に用意されているデータは機能しないことが多い。
その様な環境下での情報収集を目的とする。観測機器を臨時の携帯基地局とすることも可
能である。
【０２３３】
＜本実施の形態による構成＞
　飛行部と、観測部とを備える回転翼機であって、
　前記観測部は、前記回転翼機からから着脱可能に構成され、且つ、当該観測部を自立さ
せるための自立部を有している、
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回転翼機。
【０２３４】
（第３７の実施の形態）
　図４９乃至図５１に示されるように、本実施の形態による回転翼機は、飛行部と、杭打
部とを備えている。杭打部は、回転翼機からから着脱可能に構成され、且つ、当該杭打部
は、杭を有している。
【０２３５】
　ドローン（飛行部）は、移動する杭打装置としても機能する。
【０２３６】
　杭は、バッテリ・観測機器などからなる、Ｉ型の機器であり、目的地において所望の機
能を発揮する。
【０２３７】
　また、津波発生直後の無数の観測カメラ設置を想定。大規模な津波被害が発生すると、
地形は大きく変化することから、事前に用意されているデータは機能しないことが多い。
その様な環境下での情報収集を目的とする。観測機器を臨時の携帯基地局とすることも可
能である。
【０２３８】
＜本実施の形態による構成＞
　飛行部と、杭打部とを備える回転翼機であって、
　前記杭打部は、前記回転翼機からから着脱可能に構成された杭を有している、
回転翼機。
【０２３９】
（第３８の実施の形態）
　図５２乃至図５４に示されるように、回転翼機は、飛行部と観測部とを備えている。飛
行部は、複数の回転翼と、複数の回転翼を支持するアーム部と、観測部を保持する保持部
とを備えている。記観測部は、観測装置と当該観測装置を天井又は壁に固定するための磁
石部を備えている。
【０２４０】
　回転翼機は、目的地に到着すると前記磁石部を天井や壁などに吸着させ、位置を固定す
る（ぶら下がる）。
【０２４１】
　磁石部には２軸ジンバルが設けられている。これにより、どんな角度の天井でも回転翼
機を固定することができる。
【０２４２】
　本発明の使用用途としては、金属の構造物を有する建築物であり、具体的には原子力発
電所の建屋などがあげられるがこれに限定されない。
【０２４３】
＜本実施の形態による構成＞
　飛行部と観測部とを備える回転翼機であって、
　前記飛行部は、複数の回転翼と、前記複数の回転翼を支持するアーム部と、前記観測部
を着脱可能に保持する保持部とを備えており、
　前記観測部は、観測装置と当該観測装置を天井又は壁に固定するための磁石部を備えて
いる、
回転翼機。
【０２４４】
（第３９の実施の形態）
　図５５乃至図５７に示されるように、回転翼機は、飛行部と観測部とを備えている。飛
行部は、複数の回転翼と、複数の回転翼を支持するアーム部と、観測部を保持する保持部
とを備えている。観測部は、回転翼機に着脱自在に取り付けられている。観測装置と当該
観測装置を天井又は壁に固定するための磁石部を備えている。
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【０２４５】
　回転翼機は、目的地に到着すると前記磁石部を天井や壁などに吸着させ、位置を固定す
る（ぶら下がる）。
【０２４６】
　磁石部には２軸ジンバルが設けられている。これにより、どんな角度の天井でも回転翼
機を固定することができる。
【０２４７】
　本発明の使用用途としては、金属の構造物を有する建築物であり、具体的には原子力発
電所の建屋などがあげられるがこれに限定されない。
【０２４８】
＜本実施の形態による構成＞
　飛行部と観測部とを備える回転翼機であって、
　前記飛行部は、複数の回転翼と、前記複数の回転翼を支持するアーム部と、前記観測部
を着脱可能に保持する保持部とを備えており、
　前記観測部は、前記回転翼機に着脱自在に取り付けられ、観測装置と当該観測装置を天
井又は壁に固定するための磁石部を備えている、
回転翼機。
【０２４９】
（第４０の実施の形態）
　図５８乃至図６０に示されるように、回転翼機は、飛行部と観測部とを備えている。飛
行部は、複数の回転翼と、複数の回転翼を支持するアーム部と、観測部を保持する保持部
とを備えている。記観測部は、観測装置と当該観測装置を天井又は壁に固定するための吸
着部（吸盤）を備えている。
【０２５０】
　回転翼機は、目的地に到着すると前記吸着部（吸盤）を天井や壁などに吸着させ、位置
を固定する（ぶら下がる）。
【０２５１】
　吸着部（吸盤）には２軸ジンバルが設けられている。これにより、どんな角度の天井で
も回転翼機を固定することができる。
【０２５２】
　本発明の使用用途としては、金属の構造物を有する建築物であり、具体的には原子力発
電所の建屋などがあげられるがこれに限定されない。
【０２５３】
＜本実施の形態による構成＞
　飛行部と観測部とを備える回転翼機であって、
　前記飛行部は、複数の回転翼と、前記複数の回転翼を支持するアーム部と、前記観測部
を着脱可能に保持する保持部とを備えており、
　前記観測部は、観測装置と当該観測装置を天井又は壁に固定するための吸着部を備えて
いる、
回転翼機。
【０２５４】
（第４１の実施の形態）
　図６１乃至図６３に示されるように、回転翼機は、飛行部と観測部とを備えている。飛
行部は、複数の回転翼と、複数の回転翼を支持するアーム部と、観測部を保持する保持部
とを備えている。観測部は、回転翼機に着脱自在に取り付けられている。観測装置と当該
観測装置を天井又は壁に固定するための吸着部（吸盤）部を備えている。
【０２５５】
　回転翼機は、目的地に到着すると前記吸着部（吸盤）部を天井や壁などに吸着させ、位
置を固定する（ぶら下がる）。
【０２５６】
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　吸着部（吸盤）部には２軸ジンバルが設けられている。これにより、どんな角度の天井
でも回転翼機を固定することができる。
【０２５７】
　本発明の使用用途としては、金属の構造物を有する建築物であり、具体的には原子力発
電所の建屋などがあげられるがこれに限定されない。
【０２５８】
＜本実施の形態による構成＞
　飛行部と観測部とを備える回転翼機であって、
　前記飛行部は、複数の回転翼と、前記複数の回転翼を支持するアーム部と、前記観測部
を着脱可能に保持する保持部とを備えており、
　前記観測部は、前記回転翼機に着脱自在に取り付けられ、観測装置と当該観測装置を天
井又は壁に固定するための吸着部を備えている、
回転翼機。
【０２５９】
（第４２の実施の形態）
　図６４乃至図６７に示されるように、回転翼機は、飛行部と吸着部とを備えている。飛
行部は、複数の回転翼と、複数の回転翼を支持するアーム部とを備えている。吸着部は、
アーム部に所定範囲内において変位可能に接続されている。
【０２６０】
　吸着部は、回転翼機を天井又は壁に固定する。本実施の形態における吸着部は吸盤であ
るがこれに限られない。
【０２６１】
　回転翼機は、目的地に到着すると前記吸着部（吸盤）部を天井や壁などに吸着させ、位
置を固定する（ぶら下がる）。
【０２６２】
　複数の吸盤を動かすことにより真横を含む、直上から直下までの条件で吸着による駐機
を可能とする。
【０２６３】
　これにより、回転翼機の少なくとも垂直方法又は水平方向のいずれかの方向に対する位
置が固定される
【０２６４】
　本発明の使用用途としては、金属の構造物を有する建築物であり、具体的には原子力発
電所の建屋などがあげられるがこれに限定されない。
【０２６５】
＜本実施の形態による構成＞
　動力部と吸着部とを備える回転翼機の駐機方法であって、
　前記吸着部を天井又は壁に固定することによって、前記回転翼機の少なくとも垂直方法
又は水平方向のいずれかの方向に対する位置を固定する、
駐機方法。
【０２６６】
（第４３の実施の形態）
　図６８乃至図７１に示されるように、回転翼機は、動力部と観測部とを備えている。
【０２６７】
　観測部は、天井又は壁に固定することによって回転翼機の少なくとも垂直方法又は水平
方向のいずれかの方向に対する位置を固定する吸着部を有している。更に、観測部は、前
記回転翼機に着脱自在に取り付けられている。
【０２６８】
　駐機方法は、回転翼機を目的地まで移動させるステップと、目的地にて吸着部を固定対
象面に吸着させるステップと、回転翼機を切り離ステップとを含んでいる。
【０２６９】
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　吸着部は、観測部を天井又は壁に固定する。本実施の形態における吸着部は吸盤である
がこれに限られない。
【０２７０】
　これにより、観測部の少なくとも垂直方法又は水平方向のいずれかの方向に対する位置
が固定される
【０２７１】
　震災発生時の臨時の観測機器として利用できる。例えば、津波被害の発生地域では電線
などよりも家屋や車両のガラス面がアンカーとして利用出来る可能性が高い。
【０２７２】
　このガラスは水平面であることから、吊り下げ系の機器は用いることが出来ないため、
本発案が有効である。
【０２７３】
　本発明の使用用途としては、金属の構造物を有する建築物であり、具体的には原子力発
電所の建屋などがあげられるがこれに限定されない。
【０２７４】
＜本実施の形態による構成＞
　動力部と観測部とを備える回転翼機による前記観測部の駐機方法であって、
　前記観測部は、天井又は壁に固定することによって、前記回転翼機の少なくとも垂直方
法又は水平方向のいずれかの方向に対する位置を固定する吸着部を有しており、且つ、前
記回転翼機に着脱自在に取り付けられており、
　前記回転翼機を目的地まで移動させるステップと、
　前記目的地にて前記吸着部を固定対象面に吸着させるステップと、
　前記回転翼機を切り離すステップとを含む、
駐機方法。
【０２７５】
（第４４の実施の形態）
回転翼機は、動力部と観測部とを備えている。
【０２７６】
　観測部は、天井又は壁に固定することによって回転翼機の少なくとも垂直方法又は水平
方向のいずれかの方向に対する位置を固定する吸着部を有している。更に、観測部は、前
記回転翼機に着脱自在に取り付けられている。
【０２７７】
　駐機方法は、吸着部を洗浄するステップと、回転翼機を目的地まで移動させるステップ
と、目的地にて吸着部を固定対象面に吸着させるステップと、回転翼機を切り離ステップ
とを含んでいる。
【０２７８】
　吸着部は、観測部を天井又は壁に固定する。本実施の形態における吸着部は吸盤である
がこれに限られない。
【０２７９】
　これにより、観測部の少なくとも垂直方法又は水平方向のいずれかの方向に対する位置
が固定される
【０２８０】
　震災発生時の臨時の観測機器として利用できる。例えば、津波被害の発生地域では電線
などよりも家屋や車両のガラス面がアンカーとして利用出来る可能性が高い。
【０２８１】
　このガラスは水平面であることから、吊り下げ系の機器は用いることが出来ないため、
本発案が有効である。
【０２８２】
　本発明の使用用途としては、金属の構造物を有する建築物であり、具体的には原子力発
電所の建屋などがあげられるがこれに限定されない。
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【０２８３】
＜本実施の形態による構成＞
　動力部と観測部とを備える回転翼機による前記観測部の駐機方法であって、
　前記観測部は、天井又は壁に固定することによって、前記回転翼機の少なくとも垂直方
法又は水平方向のいずれかの方向に対する位置を固定する吸着部を有しており、且つ、前
記回転翼機に着脱自在に取り付けられており、
　前記吸着部を洗浄するステップと、
　前記回転翼機を目的地まで移動させるステップと、
　前記目的地にて前記吸着部を固定対象面に吸着させるステップと、
　前記回転翼機を切り離すステップとを含む、
駐機方法。
【０２８４】
（第４５の実施の形態）
　図７２乃至図７４に示されるように、回転翼機は、給電ケーブルを有している。
【０２８５】
　本実施の形態による方法は、橋梁検査に用いるマルチコプターの上昇気流対策を図るも
のである。
【０２８６】
　モータしきい値設定、オーバースペックのモータ、テンションメーターと制御を行う。
地上給電ケーブルを、「地上拘束」に積極的に用いる。
【０２８７】
　上昇気流発生時もモータの最低回転数を下回る事が無いため、理論上はバランスを失う
ことが無い。
【０２８８】
＜本実施の形態による構成＞
　給電ケーブルを有する回転翼機の駐機方法であって、
　給電ケーブルに所定のテンションをかけることによって、回転翼機を所定位置に維持さ
せる、
駐機方法。
【０２８９】
（第４６の実施の形態）
　橋梁検査用マルチコプターの上昇気流対策方法である。モータしきい値設定、・上部監
視センサ搭載、ヒモ、給電ケーブルを用いない機体を利用する。
【０２９０】
　ホバリング以下のステック操作（自立航行含む）をしている際には、いかなる時もモー
タしきい値以下に回転を落とさない。
【０２９１】
上部監視センサの値が設定値以下の場合に限り、しきい値以下の制御を認める。
【０２９２】
（第４７の実施の形態）
　モータ上反角可変による、マルチコプターの上昇気流対策方法を提供する。図７５乃至
図７７に示されるように、マルチコプターのモータ取り付け角度を変化させることにより
上昇気流発生に対応する。
【０２９３】
　通常時は水平とし、上昇気流発生が想定される環境下で、モータ取り付け角度を動かす
。
【０２９４】
（第４８の実施の形態）
　図７８乃至図８０に示されるように、重機・トレーラー・車両から、一般的なマルチコ
プターの離陸・着陸を想定したヘリポートを提供する。
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【０２９５】
　相対風速・器台部の傾きを計算し、ヘリパットの傾きを算出する。
【０２９６】
　斜面に傾斜した車両・走行中の重機からのスムースな離着陸を実現する。
【０２９７】
（第４９の実施の形態）
　図８１及び図８２一般形状の宅配ドローンに搭載する前提の機構を提供する。
【０２９８】
　逆つぼみ形状の荷物Ｌガードを積載部に取り付け。
【０２９９】
　着陸時に展開し、プロペラ後流を阻害することにより上昇気流に対策する。
【０３００】
　また、このガードは着陸脚としても機能する。
【０３０１】
　逆つぼみ形状の場合は、プロペラ後流の渦を最適がされることから燃費向上も期待出来
る。
【０３０２】
（第５０の実施の形態）
　緊急時切り離しスキッドを提供する。津波被害の発生し、水が引かない被災地での使用
に特に好適である。
【０３０３】
　津波被害発生直後の条件では、ドローンが着陸する場所が確保出来ない事が想定される
。
【０３０４】
また、海上に流された家屋に人が取り残されるなどという事も想定出来る。この様な、着
陸困難な環境下で緊急回避的に荷物Ｌを届けることができる。
【０３０５】
　図８３に示されるように、着陸可能条件下では荷物Ｌを切り離すのみだが、離陸が不可
能な条件の場合はスキッドと荷物Ｌを同時に切り離す。この際に荷物Ｌは水上に落とすこ
とを想定し、スキッドに浮力発生の機能を持たせる。（例えば。スキッドの先端部に圧縮
空気で開くバルーン上の部位を設けることとしてもよい。
【０３０６】
（第５１の実施の形態）
　簡易風速計を提供する。
【０３０７】
　機体の傾きとＧＰＳ信号を根拠とする絶対速度から、上空での簡易的な風速・風向を割
り出す
【０３０８】
（第５２の実施の形態）
　図８４及び図８５を参照して、測量分野での使用を想定した小型マルチコプターを提供
する。
【０３０９】
　着陸形態として、Ａ２時のアームを直下に下ろした、「片手着陸形態」を可能とする
【０３１０】
　路面状況が良い場合は、アームを前方に移動させ、通常の着陸も可能な構造である。
【０３１１】
　測量用途の場合、１名での現場運用することが可能である。また、空撮業務の場合、現
場に着陸場所が無いところであっても、機体を回収することが可能である。
【０３１２】
（第５３の実施の形態）



(33) JP 2019-207238 A 2019.12.5

10

20

30

40

50

　本実施の形態においては、ドローンからの撮影・観測データに関する位置精度を担保す
るためのものである。
【０３１３】
　観測方法は、この際に、ドローンの観測データを客観的に補完することを目的とする。
　　地上から自動追尾のビデオカメラにて撮影するステップ、
　　地上からドローンの位置をリアルタイムに計測するステップ
　　映像にドローンの地上からの位置情報を付加するステップ
　　映像にドローンからの位置情報を付加ステップ
　　置情報に差異が発生した場合は警告するステップ
を備えている。
【０３１４】
（第５４の実施の形態）
　第５３の実施の形態による観測方法における上空からの監視を可能にしたものである。
観測ドローンの相対位置の補正を行う補正手段を利用する。
【０３１５】
（第５５の実施の形態）
　図８６及び８７を参照して、自走式ドローンとマルチコプターによる水田用農薬散布方
法を提供する。
【０３１６】
　水田で用いる農薬散布ドローンである。安全・省力化・迅速を、現実的な手法で解決す
ることが可能となる。
【０３１７】
既存の農薬散布方法の一つとして、「水田の端と端で薬剤散布ホースを渡し、２名の人員
にてホースを保持しながら散布を行う」というものがある。この方法を地上の親ユニット
と上空のマルチコプターに置き換える。
【０３１８】
　方法は、地上親ユニット（畦の走行可能）及びマルチコプター子ユニット（地上給電式
でホースの端を保持）を備えている。少なくとも親ユニット又は子フライトユニットはホ
ースの巻き取り機能を有している。
【０３１９】
　地上親ユニットの構成は次のとおりである。移動はエンジンもしくはモータで行う。エ
ンジン式の場合は更に発電機を備える。子フライトユニットに、薬剤と電力を供給する。
薬剤は、親子のユニット間のホースに設けられた散布用の穴から噴霧する。子ユニットの
距離に応じてホースを収縮することも可能である。
【０３２０】
　子フライトユニットの構成は次のとおりである。子フライトユニットは、親ユニットか
らの給電を受けて飛行する。薬剤散布ホースをたわみなく維持して飛行することから、子
フライトユニットは、親ユニット方向に大きな負荷が掛かる。子フライトユニットは、直
下を監視しつつ、畦の直上を移動する。
【０３２１】
（第５６の実施の形態）
　上述した第５５の実施の形態による方法の他の例として、図８８及び図８９に示される
ように、親ユニット２組で構成することも可能である。
【０３２２】
　薬剤は、親子のユニット間のホースに設けられた散布用の穴から噴霧する。子ユニット
の距離に応じてホースを収縮することも可能である。
【０３２３】
（第５７の実施の形態）
　差分観測方法を提供する。道路・架線保守に利用可能である。
【０３２４】
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　平時に、決められた航路・アングルにより撮影を行い、データには位置とアングル情報
が付加される。
【０３２５】
　災害発生直後に点検フライトも同様に、撮影が行われる。
【０３２６】
　この際のリアルタイム撮影データの位置アングル情報に該当する平時の映像を同時に表
示させる。
【０３２７】
　これにより、災害によりどのような変化が起こったかを即時に把握出来る。
【０３２８】
　また、イベントなどで人により路面などの判別が困難時でも情報を掴むことが可能。（
マンホールや歩道の位置などがわかる）
【０３２９】
　降雪時の側溝の位置なども把握可能になることから、大雪により側溝に落ちた車両など
の判別も可能。
【０３３０】
（第５８の実施の形態）
　救援要請とドローンによる自位置マーキングシステムを提供する。震災対策（他用途も
転用可能）用途である。
【０３３１】
ユーザがスマホのアプリから起動を行うと災害マーキングドローンが該当エリアに入り、
ユーザのスマホ（取り残されている建物の入り口付近）に向けてマーキング弾を発射。
【０３３２】
　発報の種類
　Ａ：瓦礫に埋もれている（マーキング対象）
　Ｂ：身動きが取れない（観測ドローンの手配）
　Ｃ：流されている（観測ドローンの手配）
【０３３３】
　発報条件としては、以下の例示が可能である。
・震災発生
・ユーザがスマホから救助要請
【０３３４】
　マーキングに関しては、以下の例示が可能である。
・倒壊していない建物の場合は入り口付近にマーキング
・倒壊している建物の場合は、真南から４５度斜俯瞰にてマーキング
　・マーキング弾は、「至急救助」の専用色
【０３３５】
　データベースに関しては以下の例示が可能である。
・登録のトリガは発報
・第三者に発報済位置情報の開示
・救助完了にて、救助完了者の個人情報を開示
【０３３６】
　現場でマーキングを行うことにより、被災地に取り残されている被災者の発見を第三者
が気がつくことが可能になる。スマホと基地局間の位置情報よりも誤差が小さくなること
から、より効率的な救助が可能となる。ユーザの意思により起動させることから、発報の
段階でのユーザの生存が確定出来る。このシステムは、雪崩遭難などにも転用可能。
【０３３７】
（第５９の実施の形態）
　不明者捜索システムを提供する。震災対策及び行方不明者の位置特定に利用可能である
。第５８の実施の形態は自分の意思で操作するものであったが、本実施の形態は自動で行
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う。
【０３３８】
　基本的には行方不明者の捜索を迅速に行うことを目的とする。また、第５８の実施の形
態と連動することにより、救助の順位付けをする事を目的とする。
【０３３９】
　発報条件
・トリガは震災発生
・トリガ時刻から過去数日（３日程度）以内に移動が発生している（未使用のスマホを除
外するため）
・トリガ発生時刻から一定時間（４時間程度）に移動が発生していない（自分の意思で移
動出来ない）
・トリガ発生時刻から一定時間スマホの操作が行われない※管理者権限により、過去移動
と発生時刻からの条件は変更可能
【０３４０】
・マーキングドローンが該当するスマホをマーキング
・第５８の実施の形態と別の識別色にてマーキング
【０３４１】
第５８の実施の形態と組み合わせる事により、被災地のがれきには二種類のマーキングが
行われることになる。
【０３４２】
　第５８の実施の形態とは、自分の意思でマーキングがされている。は、自分の意思と関
係無くマーキングされている。つまり、救助の優先順位が低いことが視覚的判別出来、救
命効果が高いと思われる第５８の実施の形態による救助を優先出来る。
【０３４３】
（第６０の実施の形態）
　震災発生と連動した任意人物の自動マーキングシステムを提供する。震災対策であり、
第５８の実施の形態とは別の形態である。
【０３４４】
ユーザ１は、災害マーキングドローンを呼び出して、ユーザ２のスマートフォンもしくは
専用端末の位置にマーキングを行う。
【０３４５】
　第５９の実施の形態は自動処理であることから、マーキングまでに一定の時間を必要と
する。
【０３４６】
発報条件
・震災発生
・ユーザ１がユーザ２への救助要請
【０３４７】
本件は、別のユーザの即時マーキングとすることにより、その位置にいる周知のユーザの
速やかな救助を可能にする。
第５８の実施の形態を用いる事が出来ない幼児や寝たきり老人を対象とする。
【０３４８】
（第６１の実施の形態）
　ＡＲによる、遭難者の位置特定システムを提供する。震災対策用途である。
第５８の実施の形態は、スマホの位置データによりおおよその位置を特定しドローンが現
場に入る。
【０３４９】
　ドローンはビーコン等により精度の高い測位を行い、位置をデータベースに登録する。
この位置情報を元に、遭難者の位置をＡＲにて提供する。
【０３５０】
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（第６２の実施の形態）
　ＬＥＤ点灯タイミングによる識別番号の表記及びこれを用いた識別方法を提供する。
【０３５１】
　上空を飛行しているドローンの識別方法。
・自律飛行ドローンには個別のナンバーが振られている
・ＬＥＤの点灯タイミングにて個別ナンバーを表現
・人は大分類（宅配用・測量用・ホビー用）程度の判別が出来る
【０３５２】
（第６３の実施の形態）
ＡＲによる、自律ドローンの識別等により判別されている機体を端末に表示する。
【０３５３】
・ここまでの航路と未来航路を表示
・未来航路まで表示
・カメラ搭載の有無
・利用目的
・危険度（機体クラス）
【０３５４】
（第６４の実施の形態）
マルチコプターのＺ軸重心を取得するための治具（メンテナンス工具）を提供する。
【０３５５】
マルチコプターのＺ軸方向の重心位置を割り出すための治具
・横位置のモータ間に治具Ａを２セット取り付ける
・取り付け位置を変えると、Ｘ軸・Ｙ軸の割り出しも可能
【０３５６】
（第６５の実施の形態）
光学迷彩搭載ドローンを提供する。用途としては、調査用ドローンであるが、ドラマの小
道具として利用してもよい。
【０３５７】
楯部分は、「常に水平」か「対象に対して対峙」
【０３５８】
楯の機能
・光学迷彩（赤外線等も含む）
・吸音材
・ステルス（レーダー波の吸収）
【０３５９】
（第６６の実施の形態）
　図９０乃至図９２に示されるように、ドローンの発生音を押さえるためのカバー状の吸
音材を提供する。
【０３６０】
　対象とするのは、ドローンの飛行方向に存在する対象物である。横から見ると、Ｌ型（
前と上）に吸音材を貼ったカバーを取り付ける。下・横・後ろは、プロペラ後流と重量の
観点から省略する。
【０３６１】
（第６７の実施の形態）
　飛行予定の場所から特定方向に発する音を小さくする為のカバーを提供する。第６６の
実施の形態と同様のカバーと飛行部とを接続部を介して独立変位可能に接続する。
【０３６２】
　防音させたい方向に対して、楯を回転・変位させることにより、防音を実現する。
【０３６３】
（第６８の実施の形態）
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　図９３乃至図９５に示されるように、飛行部の浮力中心よりも上方にウインチ等の吊り
下げ制御機構（アンカー）が設けられている。本実施の形態においては、荷物Ｌのアンカ
ー位置は、回転翼によって生じる揚力の中心よりも上方に位置している。なお、アンカー
の位置は、揚力の中心と一致していてもよい。
【０３６４】
　更に、アンカーは、飛行部全体の重心と略一致又は一致する位置に設けられていてもよ
い。
【０３６５】
　かかる構成によれば、荷物Ｌ切り離し後のゲイン変化が穏やかになる。また、荷下ろし
中に荷物Ｌが揺れても飛行部への影響が少ない
【０３６６】
（第６９の実施の形態）
　上述した第６８の実施の形態において、荷物を保持するワイヤーを切断する手段を更に
設けることとしてもよい。
【０３６７】
　何らかの理由で機体と荷物Ｌを速やかに切り離す必要が生じた際に、飛行部に設けられ
ている切断機構によって、ワイヤーを切断することが可能となる。
【０３６８】
（第７０の実施の形態）
　また、飛行体は、ヒューズ機能を備えることとしてもよい。一定以上荷物Ｌを繰り出し
ているときに、テンションが掛かると荷物Ｌを切り離すことが可能となる。
【０３６９】
　当該ヒューズ機能は、巻き上げ状態（移動中）の際は、その機能を停止する。即ち、巻
き上げ時の負荷によってヒューズが働かないように制御される。一方で、荷物Ｌの繰り出
し動作をしているときには所定の荷重がウインチ部に係ったことを検出すると、ワイヤー
の解放又は切断が行われる。
【０３７０】
（第７１の実施の形態）
　図９６乃至図９８に示されるように、可変式着陸脚を提供する。
【０３７１】
　着陸脚は、従来の飛行体に後付けできる。後付けされた状態において、着陸脚は本体部
とは独立変位可能に取り付けられる。本実施の形態による着陸脚は、強風・不整地での着
陸に好適である。着陸脚は、水平飛行時は、一般的な位置で固定される。着陸モードに入
ると変位可能な状態となり、接地すると、その時点の傾きで固定される。
【０３７２】
（第７２の実施の形態）
　図９９乃至図１０１に示されるように、第７１の実施の形態による着陸脚を利用した離
陸を行うことができる。強風・不整地での離陸に好適である。
【０３７３】
　例えば、不整地から離陸する場合には、飛行部が水平となるように姿勢を保持（ロック
）する（図９９参照）。
【０３７４】
　強風下で離陸を行う場合には、初期状態では、飛行部が水平方向となるように姿勢を保
持（ロック）する。
・モータ起動後に一定の揚力が発生するとフリー
【０３７５】
（第７３の実施の形態）
　図１０２に示されるように、飛行体は、荷物Ｌを載せた搭載部７３ａに接続されたワイ
ヤー７３ｂを巻きおろし可能なウインチ７３ｃを有している。ウインチと飛行部とは、二
軸ジンバル７３ｄで独立変位可能に接続されている。
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【０３７６】
　ウインチの位置はプロペラ７３ｅによる揚力の発生中心よりも上方である。
【０３７７】
（第７４の実施の形態）
　図１０３及び図１０４に示されるように、噴霧部分離式の農薬（水、肥料、種）散布ド
ローンを提供する。
【０３７８】
　本実施の形態においては、農作物へのプロペラ後流の影響を少なくすることを目的とし
ている。電力や薬剤は、親機１から子機１’へ提供される。本実施の形態による子機１’
は最小限の姿勢制御用モータのみを備えている。図１０３に示されるように、親機は、該
当農作物から十分な距離を保つことができる高度で飛行する。これにより、高価な親機に
対して農薬等が付着することがなくなるため、親機１のメンテナンス頻度を下げることが
できる。
【０３７９】
（第７５の実施の形態）
　図１０５及び図１０６に示されるように、ビニールハウス等の屋内において、第７４の
実施の形態と同様に、親機１と子機１’とを利用して農薬等を散布する。
【０３８０】
　本実施の形態においては、親機はビニールハウス天井に設置されたレール７５ａを移動
可能である。電力や薬剤は、親機１から子機１’へ提供される。本実施の形態による子機
１’は最小限の姿勢制御用モータのみを備えている。親機１からはアーム（展開可能）・
ホースが提供される。子機１’は、収穫なども行うことができる。
【０３８１】
（第７６の実施の形態）
ドローンの位置を監視して収縮・回転するアームを提供する。第７５の実施の形態の機構
のひとつ
【０３８２】
　子機はハウス内を細かく飛行することになる。この際に、ホースのみの接続では、絡ま
ることが想定される。
【０３８３】
小型ドローンの直上にアームを差し出すことにより、絡まりを防ぐ。アームはビニールハ
ウス天井の親機に１以上設置する。アームのカメラにより担当するドローンの位置を監視
する。アームは回転・収縮してドローンの直上位置付近を維持する。
【０３８４】
（第７７の実施の形態）
　図１０７乃至図１１０に示されるように２組のカメラセットＶを搭載するＶＲ撮影ドロ
ーン１の着陸方法を提供する。
【０３８５】
　飛行体には上下に延びるアームの先端にＶＲカメラが設けられている。ＶＲカメラは、
飛行体本体の接続部Ｃから折り曲げることが可能である。
【０３８６】
　着陸時は、図１１０に示されるように、着陸形態に変形する。この際、ＶＲカメラＶは
折り曲げられ、水平と平行になる。
【０３８７】
（第７８の実施の形態）
　図１１１乃至図１１６に示されるように、カメラセットＶを搭載するドローンの着陸方
法を提供する。
【０３８８】
　安価なＶＲカメラを下に搭載するマルチコプターの着陸変形機構。固定カメラを上に追
加することにより、機体を消すことも可能となる。第７７の実施の形態と同様に、着陸時
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は、図１１１に示されるように、カメラを接続部Ｃから折り曲げることにより着陸形態に
変形する。
【０３８９】
（第７９の実施の形態）
　図１１７乃至図１２１に示されるように、従来型マルチコプターに搭載する、ハイエン
ドＶＲカメラＶを実装する。
【０３９０】
　下のカメラセットＶ１は三軸ジンバルＣ１で接続されている。上のカメラセットＶ２も
三軸ジンバルＣ２で接続されている。
【０３９１】
（第８０の実施の形態）
　図１２２乃至図１２６を参照して、もっとも単純なＶＲ撮影専用ドローンを説明する。
飛行体の機体上部にＶＲカメラＶを搭載し、機体下部に１台のカメラＣを搭載している。
【０３９２】
（第８１の実施の形態）
　図１２７乃至図１２９を参照して、機体の前後に撮影部Ｖを備える簡易ＶＲドローンを
提供する。
【０３９３】
　本実施の形態による飛行体は、特に、極端に狭い飛行環境や、左右の画質を重視しない
（ドローンレース等）場合等に好適である。
【０３９４】
（第８２の実施の形態）
　図１３０乃至図１３２に示されるように、ＶＲカメラ搭載機の反転モードを提供する。
【０３９５】
　実飛行姿勢を問わないドローンの操縦方法の搭載機の機能の一部である。プロポ側の「
反転ボタン」を押すと進行方向が１８０°反転する。パイプの中を前後する用途などに好
適である。
【０３９６】
（第８３の実施の形態）
　ＶＲカメラ搭載機のホームポジションモードを提供する。
【０３９７】
　「ホームポジションボタン」を押すと進行方向が１８０°反転する。パイロットの位置
（ホームポジション）が不明確な場合の補助機能を有する。ホームポジションスイッチを
押して、「前進」を行うとパイロットの方へ戻る。
【０３９８】
（第８４の実施の形態）
　ＶＲ撮影ドローンに搭載するＧＰＳアンテナを提供する。
【０３９９】
　第７７の実施の形態（２組のカメラセットを搭載するＶＲ撮影ドローンの着陸方法）搭
載機のＧＰＳアンテナである。
【０４００】
フライトモードから着陸モードに変形すると、ＧＰＳアンテナが傾いてしまう。この傾き
をキャンセルする機構として機能する。
【０４０１】
（第８５の実施の形態）
　機体重心から離れた位置に搭載するカメラの４軸ジンバルを提供する。
【０４０２】
既存の３軸ジンバルでは、ホバリング時に機体の傾きが入るとカメラの位置が上下に動く
事になる。この乱れが近距離の空撮では目立つ。
【０４０３】
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　これを打ち消す為に、カメラの上下方向の動きを打ち消す軸を追加する。
この発案は、機体の重心位置から離れた位置にカメラを搭載するクアッドコプターやマル
チコプターやオクトコプターを用いた近距離のホバリング撮影で大きな効果がある。
【０４０４】
なお、完全な効果を狙うには６軸ジンバルを採用することが好ましい。
【０４０５】
（第８６の実施の形態）
　図１３３乃至図１３５に示されるように、マルチコプターを用いた近距離空撮に最適化
されたスタビライザーを提供する。
【０４０６】
　小型クワッドコプターを想定したスタビライザーである。
【０４０７】
卍型のアームを用いて、機体の下部の前進位置にレンズユニットを搭載。
【０４０８】
　スタビライザーモーターは、重心位置付近に設け、ホバリング中に姿勢制御が入っても
カメラの三次元的な位置が動かないマルチコプターを実現する。チルト・ロール軸は重心
付近に存在する。パン軸はカメラ付近に存在する。
【０４０９】
（第８７の実施の形態）
　天井充電ドローンを提供する。搭載部と飛行部とは独立して変位可能である。
【０４１０】
　図１３６乃至図１３８に示されるように、以下の構成を備える。機体上部に充電機構を
設ける。充電ポート側から機体を拘束する。拘束方法は、磁着と機械式とがあるがこれに
限られない。充電は、接触・非接触を問わない。
【０４１１】
（第８８の実施の形態）
　図１３９乃至図１４１に示されるように、天井ドローンの充電器を提供する。飛行体は
、天井に設置される。既存のクレセントから分配して給電される。天井の金属部分に磁着
することにより、飛行体は天井に固定される。
【０４１２】
（第８９の実施の形態）
　図１４２乃至図１４４に示されるように、垂直を保つ棒に視認灯を備えるドローンを提
供する。
【０４１３】
　垂直の棒の部分に複数のＬＥＤの識別灯を備える。
【０４１４】
　従来の機体では、機首灯・尾灯がパイロット位置から全て見える条件があり、機体の進
行方向を見失うことがあった。本発案の取り付け位置の場合は、尾灯の照射範囲を厳密に
調整することが可能である事から、パイロットはホバリング姿勢のままでパン操作をする
ことにより、機体と遠く離れていても機体の方向を把握することが可能になる。
【０４１５】
（第９０の実施の形態）
　ドローン航路上の交差点の誘導方法を提供する。
【０４１６】
　航路上の交差点でドローンが接触しないためのルール
・交差点付近では、Ｚ軸のコントロールを交差点誘導システムに優先権が発生
・Ａ航路の機体は上側、Ｂ航路は下側を飛ぶと仮定する
・Ａ航路の機体は上方向のみ機体の判断で操作可能
・Ｂ航路の機体は下方向のみ機体の判断で操作可能
・どちらの機体も、Ｘ軸とＹ軸は航路の許される範囲で自由に飛行可能
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（第９１の実施の形態）
　二軸ジンバル機構を用いた宅配ドローンの積載物の重心修正機構を提供する。第７３の
実施の形態の変形例である。
【０４１８】
　ブラシレスモーターを用いたバランス調整機構では、積載物の重心点が設計値から大き
くずれると、機構が働かない事がある。
【０４１９】
　また、バランスを崩した状態では、必要以上姿勢保持に電力を消費する。
【０４２０】
　機体側にバランス調整機構を実装し、様々な積載物に対応する事を目的とする。
【０４２１】
　箱に積載物を梱包する際に、X軸Y軸は中心付近に置くことにより比較的バランスは取り
やすいが、Z軸の調整は困難であることから、本発案ではZ軸の調整に主眼を置く。
【０４２２】
　1個以上のバランス修正機構を追加する。
【０４２３】
（第９２の実施の形態）
【０４２４】
　二軸ジンバル機構を用いた宅配ドローンの積載物の安定方法を提供する。
【０４２５】
ドローンが上空にて姿勢を変えるとGにより、積載物内にも想定外の加重が入る。
【０４２６】
具体的には、宅配の内容物が偏ってしまう。
【０４２７】
　これに対抗するために、Gの発生を打ち消す方向に、荷物Ｌの傾きが変化する。
【０４２８】
　上述した実施の形態は、本発明の理解を容易にするための例示に過ぎず、本発明を限定
して解釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良
することができると共に、本発明にはその均等物が含まれることは言うまでもない。
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